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Ｈ５Ｎ２亜型の高病原性鳥インフルエンザウイルス感染家きんの防疫措置に 

おける抗インフルエンザウイルス薬の予防投与について 

 

養鶏場において高病原性鳥インフルエンザウイルスに感染し、又は感染した疑いのある

家きん（以下「感染家きん」という。）が確認された場合の従業員等の健康調査について

は、「養鶏場の従業員等に対する健康調査の実施について」（平成１７年７月１４日付け

健感発第0714001号本職通知）によって通知したところであるが、今般発生したＨ５Ｎ２

亜型の高病原性鳥インフルエンザウイルスのように弱毒性のものについては、ヒトへの感

染報告はいまだ無く、必要な感染防御策を施した場合の感染性は極めて低いことから、感

染家きんが確認された場合であっても、強毒性のものであることが確認されない限り、防

疫従事者その他の関係者への抗インフルエンザウイルス薬（リン酸オセルタミビル）の予

防投与及び投与勧奨は行わないこととされたい。 

 なお、防疫措置を講ずるに当たっては、①作業前後の健康状態を把握し、②従事に当た

っては必要な感染防御策を施すよう徹底し、③体調不良者には当該作業に従事させないこ

ととするとともに、④防疫従事者に高病原性鳥インフルエンザウイルスの呼吸器感染が疑

われる症状が出た場合にリン酸オセルタミビルによる治療ができるよう、あらかじめその

体制を確保すること。 

おって、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項に規

定する技術的な助言である。 

 


